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は じ め に 

 

平成 28 年４月に発生した「平成 28 年（2016 年）熊本地震」

（以下、「熊本地震」という。）では、同一地域で震度７の地

震が立て続け（28 時間以内）に２度発生した。また、一連の地

震で震度６弱以上を７度観測するなど、長期にわたり多くの余

震も発生し、熊本県では、平成 31 年４月 12 日現在、死者 273

名、住宅の全壊・半壊が４万棟を超える広範かつ甚大な被害と

なった。その結果、855 箇所で開設された避難所への避難者数

は、最大で 18 万人に及んだ*1。 

 

 日本列島は、４つのプレートが相互に接する場所に位置し、世界的にも地震活動が極め

て活発な地域である。内陸には、2,000 を超える活断層があると推定されており、平成７

年の阪神・淡路大震災や平成 16 年の新潟県中越地震など、これまでにも活断層に起因し、

甚大な被害をもたらす地震が繰り返し発生してきた。 

 本県にもＭ6.8以上の地震が発生するおそれのある活断層が４つあるとされている*2。

そのため、平成 25年３月に「群馬県地震防災戦略」を策定し、地震被害を可能な限り抑

止・減少させるための事前対策として、62の施策・事業を県・市町村・県民が一体とな

って推進しているところである。 

 

 災害発生時には、市町村が主体として災害応急対策を迅速に実施する必要があり、県は、

市町村への後方支援や広域的な支援の受入れなど、災害応急対策に関する総合調整を行う

責務がある。しかしながら、多くの市町村は、大規模災害への対応経験はなく、職員数も

限られているため、膨大な災害応急対策を被災市町村単独で的確に対応することは極めて

困難である。 

 熊本地震の対応においても、広域的な応援・受援に具体的な運用方法・役割分担が確立

していなかったこと、応援の受け入れに当たり県と市町村の役割分担が明確でなかったこ

となど、被災地方公共団体における受援体制が十分に整備されていなかったことから、多

くの混乱が見られた。 

 熊本地震のように、大規模な災害が発生した場合、被災地外から広域的な応援が必要と

なるため、応援を受ける側の体制をあらかじめ整備しておくことの重要性があらためて認

識されたところであるが、市町村における受援計画の策定率は、低い状況が続いている。 

 

 このため、本県では、熊本地震対応に派遣した職員等を通じて得られた多くの貴重な教

訓を踏まえ、県と市町村等がそれぞれ役割分担しながら、支援の受入体制を連携して確保

                                                      

*1 平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について（平成 31 年４月 12 日 18 時 00 分

現在 内閣府） 

*2 政府地震調査研究推進本部による関東地域の活断層の長期評価(平成 27 年 4 月公表)  
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するとともに、より実践的な災害応急対策を講じることを目的に、平成 28年７月に県と市 

町村、民間事業者等からなる「県と市町村等との防災体制検討会議」を設置の上、「群馬

県災害時受援・応援計画」（平成 29 年 10 月）を策定するとともに、市町村が円滑に応援

を受け入れるための基本的な考え方等を示すため「群馬県市町村災害時受援体制ガイド

ライン」（平成 29 年 10 月。以下「ガイドライン」という。）を策定し、市町村の受援計

画の策定促進を図ってきたところである。 

 

また、内閣府では、専任の防災職員がいないなど防災体制が脆弱な市町村でも応援職員

の受入れ体制を整備できるよう「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成

の手引き」（令和２年４月。以下「手引き」という）を作成した。この手引きには、他の地

方公共団体等からの応援職員等の受入れを中心とした人的応援に関する受援体制の整備に

ついて、その検討の手がかりや参考となる事項が整理されているとともに、受援計画のひ

な型が掲載されている。 

 

各市町村におかれては、「ガイドライン」及び「手引き」を参考にしていただき、受援

体制の整備が一層促進されることを期待している。 
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第１章 本ガイドラインの目的・基本的な考え方 

 

１ ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、県内で災害が発生した場合に、市町村が、県と連携し、国や他の

地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関、民間事業者、ボランティアなどの各

種団体から支援を円滑に受け入れるための体制（受援体制）を事前に整備しておくこと

により、市町村の行政機能を確保しながら、迅速かつ効果的な被災者支援を実施するこ

とを目的とする。  

 

２ 基本的な考え方 

（１）受援体制整備の必要性 

災害が発生すると、たとえ被害の規模が小さく、影響範囲が限定的であっても、被

災市町村においては、通常業務の範囲や量を超えて生じる新たな業務への対応が必要

となる。被害規模が大きくなり、影響範囲が拡大すれば、求められる対応の内容や量

は拡大し、被災市町村単独での対応は一層困難になる。このような被災市町村の対応

力を超える状況下で不可欠なのが「応援の受入れ」である。 

県や被災地外の地方公共団体は、災害対策基本法や災害時相互応援協定などに基づ

き、災害発生直後から職員の派遣、物資等の提供を行うなどして被災市町村を支援す

るが、一方、受援側の市町村では、こうした応援を円滑に受け入れ、効果的に活用で

きる体制を確保しておくことが必要である。 

なお、本ガイドラインでは、「受援」と「応援」を次のように位置付ける。 

 

受 援 
災害時に、国や他の地方公共団体、指定公共機関、指定地方公共機関、

民間事業者、ボランティアなどの各種団体から、人的・物的資源など

の支援・提供を受け、効果的に活用すること 

応 援 
災害時に、災害対策基本法や災害時相互応援協定などに基づき、又は

自主的に人的・物的資源などを支援・提供すること 

 

（２）本ガイドラインが取扱う受援・応援の範囲 

本ガイドラインは、災害発生後から想定される応援・派遣の形態のうち、次の図の

赤枠内の「初動期・応急期・復旧期（初期）」における受援・応援を対象範囲とする。 
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「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋 

 

（３）受援を通じた非常時優先業務の継続 

市町村は、災害における行政機能を確保するため、業務継続計画の検討を通じて、

災害対応業務及び通常業務で継続すべき業務（非常時優先業務）を整理することが求

められており、その実効性を確保するために応援の受入れが必要となる。 
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「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋  

 

（４）受援・応援対象業務 

本ガイドラインは、市町村の行政機能の維持や避難者に物資を速やかに届けるため

などの人的・物的支援を対象とし、救助・救急、消火活動等に係る広域支援について

は、既に策定されている緊急消防援助隊受援計画等に基づき対応することとする。 

また、既に独自の枠組みを持つ支援（国等による定型化された応援等）についても、

既に定められたスキーム等に基づき対応することを原則とする。 

 

【国による定型化された応援】 

  ・（消防庁）緊急消防援助隊 

  ・（警察庁）警察災害派遣隊 

  ・（自衛隊）災害派遣部隊 

  ・（国交省）緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE） 

  ・（厚労省）救護班・災害派遣医療チーム（DMAT） 

  ・（厚労省）災害派遣精神医療チーム（DPAT） 

  ・（環境省）災害廃棄物処理支援ネットワーク D.Waste-Net など 

  ※関連資料：【参考３】独自の枠組みを持つ支援 
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（参考：熊本地震で国等の関与により県外からの派遣が調整された主な業務） 

  ・（消防庁）緊急消防援助隊 

  ・（警察庁）警察災害派遣隊 

  ・（厚労省）医療対策要員（DMAT等） 

  ・（日本水道協会、全国管工事業同組合連）給水・応急復旧要員 

  ・（厚労省）保健師・管理栄養士・介護職員等 

  ・（環境省）災害廃棄物処理支援ネットワーク D.Waste-Net 

  ・（中国・四国被災建築物協議会）応急危険度判定士 

  ・（農水省）農地・農業用施設復旧要員 

３ 速やかな応援要請等 

市町村においては、平素から災害対応に係るタイムラインや災害時特有の業務に関

する理解を深めた上で、本ガイドラインに沿った体制を整えておき、災害発生時には、

早期に応援の必要性を検討し、速やかに本ガイドラインに沿った行動する必要がある。 

 

４ 受援の状況把握・取りまとめ 

災害時に応援を受けつつ、資源を適切に配分するためには、被災地に入る人的資源

や物的資源を正確に把握するとともに、災害対応の優先課題に沿って資源を効率的に

配分・配置することが重要である。そのために、市町村は、受援の状況把握・取りまと

め（資源管理）を確実に実施する必要がある。 

 

５ 受援計画の策定 

（１）計画の必要性 

市町村においては、円滑な応援の受入れに当たり、受援対象業務を明らかにし、あ

らかじめ災害・防災対策上の重要業務として位置付けるなどし、応援の「受け皿づく

り」を行い、その実効性を高めることが重要である。 

また、受援対象業務については、その位置付けだけでなく、担当や実施手順を整理

しておくことが重要である。 

このことから、市町村は、受援体制を整備するとともに、受援計画を策定するよう

努めるものとする。 

（２）計画の位置付け 

受援計画は、次の例を参考に各市町村の実情に合わせて位置付けるものとする。 

＜受援計画の位置付け例＞ 

ア 地域防災計画に受援編を設ける 

イ 業務継続計画（ＢＣＰ）等と一体で作成する 

ウ 受援計画として単独で作成する 

（３）計画の構成要素 

受援計画は、次の要素により構成するものとする。 

ア 受援対象業務の特定 

イ 応援の受入れを前提とした体制の構築 

ウ 受援調整組織等の設置等 

エ 応援要請・受入れの手続き等 

オ 応援機関の活動場所の確保 
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【参考】受援体制の整備 

 
「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」（内閣府（防災担当）策定）から抜粋（一部加工） 

 

【参考１】受援・応援に関するこれまでの経過 

１ 災害対策基本法、防災基本計画 
○ 平成７年 12 月 災害対策基本法の改正 (阪神・淡路大震災を契機） 

・地方公共団体相互の協力や相互応援に関する協定の締結に関する規定（法第５条

の２、法第８条第２項第 12 号）が新設 
○ 平成 24 年６月 災害対策基本法の改正(第１弾） 

・地域防災計画を定めるに当たっては、円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を

応援することができるよう配慮する旨規定（法第 40条、42条） 
・自治体間応援の対象業務を発災直後の緊急性の高い応急措置から避難所運営支
援、巡回健康相談、施設の修繕などを含む災害応急対策全般に拡大（法第 67 条、
68 条、74 条） 

○ 平成 24 年９月 防災基本計画の修正（災害対策基本法（第１弾）改正、防災対策

推進会議最終報告等） 

・地方公共団体及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に

他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、防災業
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務計画や地域防災計画に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるも

のとし、応援先・受援先の指定、応援・受援に関する連絡・要請の手順、災害対

策本部との役割分担・連絡調整体制、応援機関の活動拠点、応援要員の集合・配

置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとすると

記載 
○ 平成 25 年６月 災害対策基本法の改正(第２弾） 

・国（指定行政機関等の長）に対する災害応急対策全般に係る応援の要求（法第 74

条の３）に関する規定が創設 

・応急措置の代行（法第 78条の２）等に関する規定が創設 

・内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行（法第 86条の 13）に関する規定

が創設 
○ 平成 26 年１月 防災基本計画の修正（災害対策基本法（第２弾）改正、大規模災

害復興法等） 

・災害応急対策等に係る業務を行う企業と国・地方公共団体との協定締結の促進 
○ 平成２８年度 熊本地震に関するワーキングなど 

・地方公共団体への支援充実 → 市町村における受援を想定した防災体制の強化 
○ 平成２９年３月 地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドラインの

策定 

○ 平成３０年度応急対策職員派遣制度の構築 

○ 令和２年４月市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引きの

策定（最終改定 令和３年６月） 

 

２ 群馬県地域防災計画 

群馬県地域防災計画では、災害対策基本法の改正（平成 25年６月）や防災基本計画

の修正を踏まえ、大規模広域災害を意識した平常時からの備えとして、周辺自治体や遠

隔地自治体との相互応援協定締結の推進、大規模広域災害に対する即応力の強化とし

て、国による応援、応急措置の代行による支援体制の強化等について規定している。 

また、平成 28年４月に発生した熊本地震を踏まえ、平成 29年の１月に「県は、受援

計画や応援計画を定めるよう努め、また、受援・応援に関する連絡・要請方法の確認や

応援部隊の活動拠点の確保を図り、訓練を実施するなど、日頃から災害時において協力

を得られる体制の整備に努める」とともに、「市町村は、受援計画を定めるよう努め、

また、受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部隊の活動拠点の確保を図り、訓練を

実施するなど、日頃から、災害時において協力を得られる体制の整備に努める。」こと

を規定した。 

  



第１章 本ガイドラインの目的・基本的な考え方 

- 9 - 

 

【参考２】災害対策基本法における応援要求に係る規定 

１ 市町村長等→他の市町村長等 

（他の市町村長等に対する応援の要求） 

 第六十七条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町

村の市町村長等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施

するための応援を求められた市町村長等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではなら

ない。 

 ２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた市町

村長等の指揮の下に行動するものとする。 

 
２ 市町村長等→都道府県知事等 

（都道府県知事等に対する応援の要求等） 

 第六十八条 市町村長等は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、または発生するおそれ

がある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事

等に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、

応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された都道府県知事等は、正当な理由がない

限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。 

 
３ 都道府県知事→区域内の市町村長 

（都道府県知事の指示等） 

 第七十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する応急措置が的確か

つ円滑に行なわれるようにするため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、応急措

置の実施について必要な指示をし、又は他の市町村長を応援すべきことを指示することができ

る。 

 ２ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策（応急措置を

除く。以下この項において同じ。）が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要がある

と認めるときは、市町村長に対し、災害応急対策の実施を求め、又は他の市町村長を応援する

ことを求めることができる。 

 ３ 前二項の規定による都道府県知事の指示又は要求に係る応援に従事する者は、災害応急

対策の実施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

 
４ 都道府県知事→他の都道府県知事等 

（都道府県知事等に対する応援の要求） 

第七十四条 都道府県知事等は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府

県の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応急措置を実施

するための応援を求められた都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではなら

ない。 

２ 前項の応援に従事する者は、災害応急対策の実施については、当該応援を求めた都道府県

知事等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあつては、当該応援を

求めた都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。 
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５ 都道府県知事→他の都道府県知事→他の都道府県の区域内市町村長 

（都道府県知事による応援の要求） 

第七十四条の二 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定によ

る要求のみによつては当該都道府県の区域内の市町村の実施する災害応急対策に係る応援が

円滑に実施されないと認めるときは、他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は発生

する恐れがある市町村の市町村長（次項及び次条において「災害発生市町村長」という。）を

応援することを求めることができる。 

２ 前項の規定による要求を受けた都道府県知事は、当該要求に応じ応援をする場合におい

て、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特

に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長に対し、当該災害

発生市町村長を応援することを求めることができる。 

３ 前二項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実

施については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 

 

６ 都道府県知事→内閣総理大臣 

（内閣総理大臣による応援の要求等） 

第七十四条の三 都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、第七十二条第一項の規定による指示又は同条第二項若しくは前

条第一項の規定による要求のみによつては災害応急対策に係る応援が円滑に実施されないと

認めるときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生し又は発生

するおそれがある都道府県の知事（以下この条において「災害発生都道府県知事」という。）

又は当該災害が発生した市町村の市町村長（以下この条において「災害発生市町村長」とい

う。）を応援することを求めるよう求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要求があつた場合において、災害発生都道府県知事

及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特

に必要があると認めるときは、当該災害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該

災害発生都道府県知事又は当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。 

３ 内閣総理大臣は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であつて、災害発生都

道府県知事及び災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑に行われるように

するため特に必要があると認める場合において、その事態に照らし特に緊急を要し、第一項

の規定による要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を待たないで、当該災

害発生都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該災害発生都道府県知事又は当該災害発

生市町村長を応援することを求めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、当

該災害発生都道府県知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。 

４ 災害発生都道府県知事以外の都道府県知事は、前二項の規定による内閣総理大臣の要求

に応じ応援をする場合において、災害発生市町村長の実施する災害応急対策が的確かつ円滑

に行われるようにするため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村

の市町村長に対し、当該災害発生市町村長を応援することを求めることができる。 

５ 第二項又は第三項の規定による内閣総理大臣の要求に係る応援に従事する者は、災害応

急対策の実施については、当該応援を受ける都道府県知事の指揮の下に行動するものとする。 

６ 第四項の規定による都道府県知事の要求に係る応援に従事する者は、災害応急対策の実施

については、当該応援を受ける市町村長の指揮の下に行動するものとする。 
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７ 都道府県知事→指定行政機関の長等 

（指定行政機関の長等に対する応援の要求等） 

第七十四条の四 第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地

域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するた

め必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求

め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。この場合において、応援を求められ、

又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、正当な

理由がない限り、応援又は災害応急対策の実施を拒んではならない。 
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【参考３】独自の枠組みを持つ支援～国等が派遣する要員～ 

平成３０年４月１１日付け総務省自治行政局公務員部公務員課事務連絡から抜粋 

 

 


